
学校法人長崎学院 任期付教員就業規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律（平成９年６月１３日法律第８２号。

以下「法」という。）第５条第２項、第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づき、長

崎外国語大学に勤務する教員のうち、任期を定めて採用する教員（以下、「任期付教員」

という。）について、服務規律、待遇に関する基準その他就業に関する事項を定めること

を目的とする。 

２ 任期付教員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、関係法令の定める

ところによる。 

（適用） 

第２条 この規則は、次に掲げる任期付教員に適用する。 

（１）特別任用教員（教授・准教授・講師） 

（２）特別任用講師 

（３）特別任用助教 

２ この規則は、第８条の規定により契約期間の定めのない雇用契約に転換した後も引

き続き適用する（第７条及び第９条を除く。）。 

（人事及び服務監督） 

第３条 任期付教員の人事に関する権限は理事長が、服務の監督は学長が、これを行う。 

（提出書類） 

第４条 新たに任期付教員として採用が決定された者は、速やかに次の各号に定める書類

を提出しなければならない。 

(１) 自筆の履歴書（写真添付） 

(２) 住民票記載事項の証明書 

(３) 健康診断書 

(４) 最終学校の卒業（又は卒業見込）証明書及び成績証明書 

(５) 誓約書および同意書 

(６)  個人番号カードの写し（又は通知カードの写しと身元確認書類） 

(７) その他学院が必要と認める書類 

２ 前項第６号で取得する個人番号は、次の目的のために利用する。 

（１） 給与所得に係る源泉徴収票作成事務 

（２） 私学共済関係届出・申請事務（該当する者のみ） 

（３） 雇用保険関係届出事務（該当する者のみ） 

（４） その他前３号の事務に関連する事務 

３ 第１項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面



により学院に届け出なければならない。 

（労働条件の明示） 

第５条 任期付教員の採用に際しては、雇用契約書を作成し、採用時の労働条件を明示する

ものとする。 

（服務規律） 

第６条 学校法人長崎学院就業規則（以下、「学院就業規則」という。）第３章服務規律の規

定（業務専念、服務心得、居所の明示、兼職の制限、身上異動の届出）は、任期付教員の

服務規律について準用する。 

（契約期間） 

第７条 任期付教員の契約期間は、長崎外国語大学教員の任期に関する規程にて、任期付教

員の職種毎に定める。 

２ 前項の契約は、通算の雇用年数が５年を超えない範囲で更新することがある。更新の

可否は契約期間満了時の担当業務量、学院の経営状態、当該任期付教員の勤務成績、勤

務態度等によって理事長が決定する。 

（無期雇用契約への転換） 

第８条 前条第２項の規定にかかわらず、学院が特段の事情があると認める場合は、通算契

約期間が５年を越えて更新することがある。 

２ 前項の場合において、通算契約期間が１０年を越えるものは、所定の無期転換申込書

を提出することにより、現在の有期雇用契約期間満了日の翌日から、無期雇用契約に転

換する（以下、「無期転換」という。）ことができる。 

３ 前２項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する有期雇用契約の契約

期間を通算するものとし、現在の有期雇用契約については、その末日までの期間とする。

ただし、雇用契約が締結されていない期間が連続して６ヶ月以上ある任期付教員につ

いては、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 

４ 第２項の無期転換の申出は、現在の有期雇用契約期間満了日の３０日前までに理事

長へ提出するよう努めなければならない。 

５ 無期転換後の任期付教員（以下、「無期転換教員」という。）の定年は満６５歳とし、

定年に達した日の属する年度の末日をもって退職する。 

６ 前項の規定にかかわらず、無期転換日の年齢が満６５歳を越えている者は、無期転換

した日の属する年度の末日とする。 

７ 無期転換教員の休職については、学院就業規則第１０条の規定を準用するが、休職期

間の上限は、同上第１項第１号に定める期間の２分の１とする。 

（契約の終了） 

第９条 任期付教員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然に雇用契約は

終了する。 

 （１） 契約期間が満了したとき（再任用された場合にあっては、再任用後の期間が満了



したとき。）。 

 （２） 死亡したとき。 

（解雇） 

第１０条 理事長は、任期付教員について次の各号のいずれかに該当する事由その他のや

むを得ない事由がある場合は、３０日前に予告するか、又は３０日分の平均賃金を支給し

て、当該任期付教員を解雇する。 

 （１） 勤務成績が良くない場合。 

 （２） 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

 （３） 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

 （４） 学生数の減少、職制の廃止、予算額の減少その他の事情によって業務を縮小する

必要があって、過員を生じる場合 

２ 任期付教員が禁錮以上の刑に処せられたとき。任期付教員が学院に雇用されるに際

して提出した書類に虚偽の記載があったときも同様とする。 

３ 前項の場合において行政官庁（労働基準監督署長）の認定を得たときは、予告手当を

支給しない。 

（退職金） 

第１１条 任期付教員には、退職金は支給しない。 

（職務・勤務場所の変更） 

第１２条 任期付教員の職種及び勤務場所が変更されることはない。 

（勤務日数） 

第１３条 勤務日数は、原則として１週５日出勤するものとする。 

（勤務時間） 

第１４条 任期付教員の勤務時間は、それぞれの教員について、雇用契約書の定めるところ

による。 

（始業及び終業時刻の記録） 

第１４条の２ 任期付教員は始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業

の時刻を記録しなければならない。 

（時間外勤務） 

第１５条 学院は、任期付教員には、それぞれの所定勤務時間を超えて勤務させないものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、業務の都合上やむを得ない場合は、法の定める所定労働時

間を超えない範囲で勤務させることができる。 

（休日） 

第１６条 任期付教員の休日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日 



（３）創立記念日（１２月１日） 

（４）クリスマス（１２月２５日） 

 （５）年末年始（１２月２９日～翌年１月５日） 

 （６）その他大学の定める休日 

２ 毎月第 1 日曜日を起算日とし、４週４日の休日を法定休日とする。 

(出張) 

第１７条 任期付教員が学院の用務により出張勤務した場合は、所定の勤務時間勤務した

ものとみなす。 

２ 前項に定めるもののほか、出張に関する取扱いについては、学校法人長崎学院旅費規

程を準用する。 

（年次有休休暇） 

第１８条 新たに採用された任期付教員に対して、その採用月に応じて、次のとおり採用年

度の年次有給休暇を付与する。 

採用月  付与日数  

4 月  10 日  

5 月  10 日  

6 月  10 日  

7 月  10 日  

8 月  10 日  

9 月  10 日  

10 月  5 日  

11 月  4 日  

12 月  3 日  

1 月  2 日  

2 月  1 日  

3 月  0 

 

２ 年次有給休暇については、付与日（基準日）を４月１日とし、次年度以降継続勤務す

る任期付教員が前年度の全労働日の８割以上出勤したときは、次に掲げる継続勤務年

度ごとの年次有給休暇を付与する。 

継続勤務年度  付与日数  

2 年度目  11 日  

3 年度目  12 日  



4 年度目  14 日  

5 年度目  16 日  

6 年度目  18 日  

7 年度目以降  20 日  

 

３ 当該年度に付与された年次有給休暇は、残存日数２０日を限度に、次年度に限り繰り

越すことができる。 

４ 年次有給休暇は、半日単位に分割して取得できる。ただし、それ以上の分割はできな

い。 

５ 学院は、第１項および第２項の年次有給休暇が 10 日以上付与された任期付教員に対

しては、付与日から 1 年以内に当該教員の有する年次有給休暇日数のうち 5 日につい

て、学院が任期付教員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指

定して取得させることがある。 

（特別休暇） 

第１９条 任期付教員の特別休暇は、学院就業規則第２４条の定めによる。 

（育児・介護休業等） 

第２０条 任期付教員の育児・介護休業等は、学校法人長崎学院育児・介護休業等に関する

規程の定めによる。 

（賃金・賞与） 

第２１条 任期付教員の賃金及び賞与（一時金）の支給額は、職務内容、技能、経験、職務

遂行能力等を考慮して理事長が定める。 

２ 賃金及び賞与の支給方法は、学校法人長崎学院給与規程（以下、「給与規程」という。）

の定めにより支給する。 

（通勤手当・住宅手当・家族手当） 

第２２条 通勤手当、住宅手当、家族手当は、給与規程の定めにより支給する。 

（超過授業手当） 

第２３条 任期付教員が担当コマ数を超えて授業をする場合には、給与規程の定めにより

支給する。 

（共済） 

第２４条 日本私立学校振興・共済事業団に加入しなければならない。 

（安全、衛生及び災害補償） 

第２５条 学院就業規則第６章（安全及び衛生）・第７章（災害補償）の規定は、任期付教

員の安全、衛生及び災害補償について準用する。 

 （改廃） 

第２６条 この規程の改廃は、大学協議会及び理事会の議を経て理事長が行う。 



  

 

附 則 

１ この規程は、平成 30 年 10 月 1 日から施行する。 

２ この規程の施行に伴い、本規則第２条の職にある者は、本規則が適用される。 

附 則  

 この規則は、平成 31 年 4 月 1 日より施行する。 

附 則 

この規程は、2020（令和 2）年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規程は、2022（令和 4）年 4 月 1 日から施行する。 


